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202 3年

のご案内

そんな声にこたえる保険

もっと身近に弁護士を！

保険期間申込締切日

2 023年

北海道医師会会員の皆さ まへ

弁護士費用総合補償特約セッ ト 傷害総合保険

弁護のちから は、3つの補償で

　   先生の安心・ 安全な生活をお守り し ます。

【 傷害総合保険にご加入の皆さ まへ】

2 0 2 3 年1 0 月1 日以降に保険期間が開始する
ご契約について、弁護士費用補償の補償内容

等の改定を 行っ ています。更新に際し 、改定後

の内容にてご 案内し ますので 、必ず本パン フ
レット をご確認く ださ い。
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出典： 令和3年文部科学省初等中等教育局児童生徒課
「 児童生徒の問題行動・ 不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

こ ど も のいじ め

出典： 警察庁「 令和4年における少年非行、児童虐待及び子供の性被害状況」

S N S 被害

あなた自身や大切なお子さ まが

法
・ ・ ・ ・ ・ ・

的ト ラブルに巻き込まれたら 、　

あなたの日常にも 潜んでいます！

現代社会を取り 巻く さ まざまなト ラブル

も し も

他にも … 自転車と の衝突による被害 インタ ーネット 通販詐欺

など通り 魔被害 痴漢被害

も
し
私
た
ち
の
ち
か
ら

に
な
っ
て
く
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
…

いじ めを認知し た学校数の割合

S N S に起因するト ラブルの推移

こども がいじ めにあい、

登校拒否の状態になった

こども がS N S 上でいわれ

も ない誹謗中傷にあい、

精神的苦痛を受けた

相手方の対応が悪く 、
誠実な対応をし てく れない

相手の親と う まく
話せるか不安…

いじ めを認知し た学校数

SN S に起因する事犯の被害児童数

0

1 ,000

500

1 ,500

2 ,000

2 ,500

（ 件数）

全学校数のう ち 約8 割
がいじ めを認知し てい
ます ! また、1 校当たり
の認知件数は16 .8件に
上り ます !

79 .9%

どのよう に対応し たら
いいかわから ない

（ 年度）R4R3H 29 H 30 R2R1

SN S に起因する
ト ラ ブ ルは6 年連
続1500 件を 超え
ています。
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　どう し ますか？

Q .1
あなたや、あなたの身の回り の家族や友人などで法的ト ラ ブルが

起こったこと はあり ますか？

実は、私たち の身の回り では、
さ まざまな法的ト ラ ブ ルが起き ています。

「 ある 」と 答えた方　 約6 .5 人に1 人

出典： 平成2 1 年 内閣府大臣官房政府広報室「 総合法律支援に関する世論調査」
（ 注）「 ある」と 答えた人が挙げた法的ト ラ ブ ルには、「 弁護のち から 」では補償対象と なら ないト ラ ブ ル（ 多重債務、医療事故など）も 含まれています。

万が一、法的ト ラ ブ ルに巻き 込ま れた場合、無理し て 抱えこ むこと なく 、

専門家である「 弁護士」に相談でき たら 安心です。 でも …

Q .2 法的ト ラ ブルにあっ たと き に相談でき る 弁護士がいますか？

「 身近に相談できる弁護士がいない」

と いう 方が多いのが現状です。
出典： 平成21年 内閣府大臣官房政府広報室

「 総合法律支援に関する世論調査」

全国の20歳以上3,000人のう ち有効回答数　 1,684人

8 0 .4 %

1 8 .8 % 
0 .8 %

相談でき る弁護士がいない　 8 0 .4 ％

相談でき る 弁護士がいる 　 1 8 .8 ％ 

わから ない　 　 0 .8 ％ 

Q .3 弁護士への相談を迷う 、または、相談し ない理由は何ですか？

「 相談し たいけれど費用が高そう 」と

感じ ている人が約６ 割も います。
出典： 平成21年 内閣府大臣官房政府広報室

　 　「 総合法律支援に関する世論調査」

弁護士への相談を迷う 、または、相談し ないと 回答し た
1,019人を対象（ 複数回答）

費用が高そう だから

弁護士に関する情報がわから ないから

身近に弁護士がいないから

話が難し そう だから

その他

わから ない

0 2 0 4 0 6 0 8 0 （ ％）

6 2 .8 ％

3 7 .4 ％

1 7 .1 ％

1 6 .4 ％

3 2 .0 ％

1 .3 ％

日常生活におけるケガへの備えだけでなく 、法的ト ラブルに巻き込まれたと きに「 弁護士」 をもっと

身近に活用するための備えがほし い・ ・ ・

そのよう な声にこ たえて、 が

弁護士費用補償 ケガの補償 針刺し 事故補償 の3 つの補償で

あなたの生活を 守り ます‼
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ト ラブルの当事者

被保険者ご本人　 お子さ ま

次の①～④の法的ト ラブルについては、

被保険者ご本人だけでなく 、お子さま（ ※1）

が遭遇さ れたト ラブルについても 対象

と なり ます。

ト ラブルの当事者

被保険者ご本人

次の⑤～⑥の法的ト ラ ブ ルにつ

い て は、被保険者ご 本人に関わ

る調停等に要する弁護士への

各種費用が対象と なり ます。

①人格権侵害（ ※2） 

●こども がいじ めにあい、登校拒否の状態

になった。

●昔の交際相手から スト ーカ ー行為をさ

れている。

●ソ ーシャ ルネット ワーキングサービス

（ SN S） 上でいわれも ない誹謗中傷に
あい、精神的苦痛を受けた。

●電車で痴漢被害を受けた。

⑤遺産分割調停 

●兄弟間の遺産分割の協議がまと

まらず、調停での手続きとなった。

●母がすべての遺産を 兄に相続

さ せると し た遺言を 残し て亡

く なり 、自分が相続で き る 権
利が侵害さ れたため、調停で

手続きすることと なった。

②被害事故 

●路上歩行中に他人が運転する自転車に

追突さ れ、ケガをし た。

●インタ ーネット 通販の会社から、本物と

いつわら れて、偽物のブランド 品を売り
つけら れた。

⑥離婚調停（ ※3） 
初年度契約は、保険開始91日目
から 補償対象と なります。

●夫婦間での協議がまと まら ず、

調停で離婚手続き を 進めるし
かなく なった。

●こ ども の将来のための養育費

の額について夫婦間の折り 合

いがつかないため、調停で離
婚手続きをすることと なった。

③借地・ 借家

●賃貸期間中に賃貸マンショ ンの家主から

正当な理由もなく 立ち退きを迫られた。

●アパート の雨漏り により 家具にカ ビが

生えてし まったが、家主が修理し てく れ

ない。

●借りている土地に建てた家の増築を、地主

が正当な理由も なく 承諾し てく れない。

遺産分割調停、離婚調停については、ト ラブルが調停等の手

続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要し
た費用のみ対象と なり ます。

以下のよう なト ラブルは保険金のお支払いの
対象になり ません。

●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するト ラブル

●医療ミ スによる被害事故に関するト ラブル

●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に

関するト ラブル

●借金の利息の過払金請求に関するト ラブル

●顧客や取引先等から 被った職務遂行上の精神的苦痛に関する
ト ラブル など

（ ※1）被保険者が親権を有する、未成年の子が対象となります。

（ ※2） 人格権侵害に関するト ラブルの場合は、警察等の公的機関また

は学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に
証明できるト ラブルにかぎります。

（ ※3）離婚調停に関するト ラブルの場合で、ト ラブルの原因事故が初年

度契約の保険期間の開始日から その日を 含めて90日を 経過す
る日までの間に発生し たときは、保険金をお支払いできません。

オプ ショ ン

④労働

●上司から サービス残業を強要さ れている。

●突然、内定を取り 消さ れた。

●理由も なく 不当解雇さ れた。

●職場内でパワーハラ スメ ント 、セクシャ

ルハラスメ ント にあい、精神的苦痛を受
けた。

3つの補償で、損保ジャパンが、あなたの

1  弁護士費用補償

“ 弁護のち から ” が支える6 つのト ラ ブ ル

次の法的ト ラ ブルにあっ たと き の弁護士費用をサポート し ます。
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になり ます！

２ つの保険金で 気になる 費用を し っ かり サポート し ます。 国内補償（ ※）

2  法律相談・ 書類作成費用保険金
弁護士等およ び行政書士へ

法律相談・ 書類作成の依頼を

行うときに負担した法律相談・

書類作成費用を補償し ます。

■保険金額

　（ 保険期間1 年間につき ）

通算 1 0 万円 限度

■ お支払いする 保険金の額

1 つのト ラブルに関する
法律相談・ 書類作成に

かかった費用
－

自己負担額

（ 免責金額） 1 ,0 0 0 円

1  弁護士費用保険金
弁護士等へのト ラ ブ ル解

決の委任を 行う と き に負

担し た弁護士費用を 補償

し ます。

■保険金額

　（ 保険期間1 年間につき ）

通算300 万円 限度

■ お支払いする 保険金の額

1つのト ラブルに関する
弁護士等への委任に

かかった費用
×（ 100％－ 自己負担割合10％ ）

（ ※）日本国内の法令に基づき解決するト ラブルが対象と なります。

いずれの保険金も 、弁護士等への委任または法律相談・ 書類作成依頼の前に、損保ジャパン の事前の同意が必要と なり ます。

お支払い事例（ 人格権侵害に関するト ラブル）

昔の交際相手にスト ーカ ー被害を受けている。自分だけで対応するのはこ わいので、弁護士に間に入っても ら い交渉を行った。２ 回の

話し 合いの末、本当に嫌がっているこ と を相手が理解し 、今後は付きまと わないと 約束をし てく れたため、合意書面を作成し た。

弁護士等への委任にかかっ た費用　 40万円
着手金 1 5 万円、報酬金 2 5 万円

弁護士費用保険金のお支払い額

40万円×（ 100％－10％（ 自己負担割合））＝3 6 万円

法律相談・ 書類作成にかかっ た費用　 １ 万円
法律相談・ 書類作成費用保険金のお支払い額

１ 万円 － 1 ,0 0 0 円（ 自己負担額） ＝ 9 , 0 0 0 円

合計 3 6 万9 , 0 0 0 円を お支払い

金銭的な 負担を 軽減し 、安心し て 法的ト ラ ブ ルを 解決するこ と ができ ます。

「 被害事故・ 嫌がら せ相談窓口」
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただく こ と ができるサービスです。

警察 O B・ O G 等ト ラブル対応の専門コンサルタ ント が、対応等についてアド バイスさ せていただきます。

「 弁護のちから」の保険金請求対象の確認や弁護士等への委任のご相談は対象外と なり ますので、事故サポート センタ ーへのご連絡をお願いし ます。

（ 注１ ）保険金のお支払方法等重要な事項はP.7「 こ の保険のあら まし 」以降に記載さ れていますので、必ずご確認く ださ い。
（ 注２ ）弁護士費用補償における補償の重複については、P.9をご確認く ださ い。

（ 注１ ）本サービスは損保ジャ パンの提携業者がご提供し ます。
（ 注２ ）ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きするこ と がございますのでご了承く ださ い。
（ 注３ ）ご利用は日本国内から にかぎり ます。
（ 注４ ）本サービスは予告なく 変更または中止する場合があり ますので、あら かじ めご了承く ださ い。
（ 注５ ）「 弁護のちから 」の保険金をお支払いする事由が発生し た場合は、下記事故サポート センタ ーまたは取扱代理店までご連絡く ださ い。

事故サポート センタ ー：【 受付時間】24時間365日　 0120-727-110

相談でき る弁護士が身近にいなく ても 安心！「 弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象と なる場合で弁護士の紹介をご希望のと きは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡く ださ い。

お客さ まから 依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じ て各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し 、お客さ まに弁護士をご紹介し ます。

★

★
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日常生活におけるケガ（ 傷害）も 、24時間補償し ます。

地震、噴火またはこ れら による津波によるケガも 補償し ます。

急激かつ偶然な外来の事故により ケガ（ ※）をさ れた場合等に、保険金をお支払いし ます。

お支払いの対象と なる保険金

死　 亡

事故の発生の日から
180 日以内

　 　
後遺障害

事故の発生の日から
180 日以内

　 　
入　 院

入院１ 日目
から 補償

手　 術

１ 事故につき １ 回の
手術を補償

　 　
通　 院

通院１ 日目
から 補償

　 　 被害事故補償

（ 注）入院日数は1 ,0 00日限度、通院日数は9 0日限度（ 事故の発生の日から 1 ,00 0日以内）と なり ます。

（ ※）身体外部から 有毒ガスまたは有毒物質を 偶然かつ一時に吸入、吸収し た場合に急激に

生ずる中毒症状を含みます。

ただし 、細菌性食中毒、ウイ ルス性食中毒は含みません。

国内・ 国外補償

医療関係の業務に従事中に生じ た偶然な血液曝露（ ばく ろ ） 事故により 、H B V（ B 型肝炎ウイ ルス） に

感染し 、B 型肝炎を 発病し て治療を 受けら れた場合や、H C V（ C 型肝炎ウイ ルス）・ H IV（ ヒト 免疫不全

ウイルス）に感染し た場合、保険金をお支払いし ます。

H B V
感染後、B 型肝炎を 発病し
治療を 受けら れた場合 ▶ 3 0  万円を お支払いし ます。

H C V

▶
感染し た場合

H C V・ H IV は発病を 待たずに
保険金をお支払いし ます。

▶ 3 0 0  万円を お支払いし ます。

H I V ▶ 1 , 0 0 0  万円を お支払いし ます。

（ 注１ ） 保険金のお支払方法等重要な事項は、P7「 こ の保険のあら まし 」 以降に記載さ れていますので、必ずご確認く ださ い。

2  ケガの補償 被保険者の範囲： 被保険者ご本人

3  針刺し 事故補償 被保険者の範囲： 被保険者ご本人
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補償内容と 保険料 （ 保険期間： １年間）

団体割引10％、職種級別A 級、天災危険補償特約セット

補償内容（ 保険金の種類）
保　 　 険　 　 金　 　 額

エコ ノ ミ ープラ ン ベーシッ ク プラ ン プレ ミ アムプラ ン

1 弁護士費用補償

弁護士費用
（ 自己負担割合10％）

通算 300万円限度

法律相談・ 書類作成費用
（ 自己負担額1,000円）

通算   10万円限度

2 ケガの補償

死亡・ 後遺障害 320万円 1,255万円 3,570万円

入院（ 日額） 6,000円 10 ,000円 20,000円

手術
入院中の手術： 入院保険金日額の10倍

外来の手術： 入院保険金日額の5倍

通院（ 日額） 3,000円 5 ,000円 10,000円

被害事故補償 1,200万円 1,800万円 5,000万円

3 針刺し 事故補償 H B V:30万円　  H C V:300万円　  H IV:1 ,000万円

月払保険料 3 ,12 0円 5 ,2 6 0円 10 ,6 00円

オプショ ン： 労働に関するト ラブル追加   月払保険料 ＋490円

弁護士費用補償に関する保険責任について

■保険期間中に原因事故が発生し た場合に、保険金を お支払いし ます。

■ 保険責任は保険期間開始日の午後４ 時に始まり ますが、ご加入初年度の保険期間の開始時（ 中途加入の場合は中途加入時） より 前に、保険金請求権者

が原因事故の発生するおそれが生じ たこ と を 知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。

■ 同一のト ラブルに起因し て行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・ 書類作成依頼は、弁護士等への委任も し く

は弁護士等および行政書士への法律相談・ 書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわら ず、それぞれ１ つの弁護士等への委任または弁護士等

および行政書士への法律相談・ 書類作成依頼と みなし 、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・ 書

類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および弁護士等および行政書士への法律相談・ 書類作成依頼が行われたも のと し て、保険金の限

度額を 適用し ます。

【 保険責任の開始（ 原因事故発生日と 保険期間と の関係）（ イメ ージ図）】

保険期間（ 更改契約）

継続加入

継続なし

継続加入

： 原因事故発生日　 ： 法律相談・ 書類作成依頼　 ： 弁護士等への委任ご加入初年度契約保険期間
開始日（ 責任開始日）

保険期間（ ご加入初年度契約）

 保険金をお支払いし ます。
　 　 ( 左図の「 ご加入初年度契約」で補償し ます。）

 保険金をお支払いし ます。

 保険金をお支払いできません。

【 「 離婚調停に関するト ラブル」 の場合の保険責任の開始（ イメ ージ図） 】

： 原因事故発生日　 ： 法律相談・ 書類作成依頼　 ： 弁護士等への委任

保険期間（ 更改契約）　 継続加入

 保険金をお支払いできません。

90日間

ご加入初年度契約
保険期間開始日

責任開始日
（ 91日目）

 保険金をお支払いし ます。
　 　 ( 左図の「 ご加入初年度契約」で補償し ます。）

保険期間（ ご加入初年度契約）

（ 注）「 離婚調停に関する ト ラ ブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日（ 中途加入の場合は中途加入日）から その日を 含めて90日

を経過し た日の翌日から 保険責任が始まり ます（ 責任開始日）。し たがっ て、責任開始日より 前に原因事故が発生し ていたト ラ ブルにつ

いては、保険金をお支払いでき ません。
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ご加入に際し て特にご確認いただき たい事項や、ご加入者にと っ て不利益になる 事項等、特にご注意いただき たい事項を
記載し ています。
ご加入になる 前に必ずお読みいただきますよう お願いし ます。

加入者ご本人以外の被保険者（ 保険の対象と なる 方。 以下同様と し ま す。）にも 、こ のパン フ レット に

記載し た内容を お伝えく ださ い。 また、ご加入の際は、ご家族の方にも ご契約内容を お知ら せく ださ い。

こ の保険のあら まし（ 契約概要のご説明）

商品の仕組み こ の商品は傷害総合保険普通保険約款に弁護士費用総合補償特約等の各種特約をセット し たも のです。

保険契約者 一般社団法人 北海道医師会

保険期間 2 0 2 3 年1 0 月1 日午後４ 時から 2 0 2 4 年1 0 月1 日午後４ 時までの１ 年間と なります。

申込締切日 2 0 2 3 年8 月1 8 日

引受条件（ 保険金額等）、保険料、

保険料払込方法等
引受条件（ 保険金額等）、保険料は本パンフレット に記載し ておりますので、ご確認く ださ い。

加 入 対 象 者 一般社団法人 北海道医師会会員

被 保 険 者 一般社団法人 北海道医師会会員　 ただし 、未成年者を除きます。

お 支払方法
開業医の方は、責任開始月の国民健康保険診療報酬から 引去を開始します。
勤務医の方は、医師会届出銀行口座より 毎月引落しします。

（ 加入依頼書が届き次第、本会から 手続きのご案内をします。）

お 手続方法

下表のと おり 必要書類にご記入のう え、ご加入窓口の株式会社メ ディ コ 北海道まで FAX にてご送付く ださ い。

ご加入対象者 お手続方法

新規加入者の皆さ ま
添付の「 加入依頼書・ 変更依頼書」に必要事項をご記入のう え、ご提出

いただきます。

既
加
入
者
の
皆
さ
ま

前年と 同等条件のプラ ン（ 送付し た加入依頼

書に打ち出し のプラン）で継続加入を行う 場合
書類のご提出は不要です。

ご加入プランを変更するなど前年と 条件を変
更して継続加入を行う 場合※

前年と 条件を変更する旨を記載した「 加入依頼書・変更依頼書」をご提
出いただきます。

継続加入を行わない場合
継続加入を行わない旨を記載し た「 加入依頼書・ 変更依頼書」をご提

出いただきます。

※「 前年と 条件を変更し て継続加入を行う 場合」には、あらかじ め加入依頼書に打ち出さ れた継続前の職業・ 職種に変更が

必要な場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は株式会社メ ディ コ 北海道までお問い合わせく ださ い。
　（ 注）ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認く ださ い。

中 途 加 入
保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をし ています。その場合の保険期間は、毎月2 5 日までの受付分は受付日の翌月

1 日（ 2 5 日過ぎの受付分は翌々月1 日）から 2 0 2 4 年1 0 月1 日午後４ 時までと なります。

中 途 脱 退 こ の保険から脱退（ 解約）さ れる場合は、ご加入窓口の株式会社 メ ディ コ 北海道までご連絡く ださ い。

団 体 割 引
団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらか

じ めご了承く ださ い。また、団体のご加入人数が１０ 名を下回った場合は、こ の団体契約は成立し ませんので、ご了承く ださ い。

満期返れい金･ 契約者配当金 この保険には、満期返れい金･ 契約者配当金はありません。

補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合と お支払いでき ない主な場合】

ケガの補償

被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故（ 以下ケガの補償において「 事故」と いいます。）により ケガ（ ※）をさ れた場合等に保険金

をお支払いします。
（ ※）身体外部から 有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収し た場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし 、細菌性食中毒、ウイ ルス性食中

毒は含みません。

（ 注）保険期間の開始時より 前に発生し た事故によるケガ・ 損害に対し ては、保険金をお支払いできません。

「 急激かつ偶然な外来の事故」について

■「 急激」と は、突発的に発生すること であり 、ケガの原因とし ての事故がゆるやかに発生するのではなく 、原因と なった事故から 結果とし てのケガまでの過程

が直接的で時間的間隔のないこと を意味します。

■「 偶然」と は、「 原因の発生が偶然である」「 結果の発生が偶然である」「 原因・ 結果と も 偶然である」のいずれかに該当する予知さ れない出来事をいいます。
■「 外来」と は、ケガの原因が被保険者の身体の外から の作用によること をいいます。

（ 注）靴ずれ、車酔い、熱中症、し も やけ等は、「 急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

ケ
　
ガ 

（
国
内
外
補
償
）

死　 亡
保 険 金

事故により ケガをさ れ、事故の発生の日から その日を含めて1 8 0 日以内に死亡さ れた場合、死
亡・ 後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし 、すでに後遺障害保険金をお支払いし て

いる場合は、その金額を差し 引いてお支払いします。

死亡保険金の額＝死亡・ 後遺障害保険金額の全額

①故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③無資格運転、酒気を 帯びた状態で の運

転または麻薬等により 正常な運転がで
きないおそれがある状態での運転

④脳疾患、疾病または心神喪失
⑤妊娠、出産、早産または流産
⑥外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、暴動（ テロ 行為

（ ※1 ）を除きます。）、核燃料物質等による
も の

後遺障害
保 険 金

事故により ケガをさ れ、事故の発生の日から その日を含めて1 8 0 日以内に後遺障害が生じ た場
合、その程度に応じ て死亡・ 後遺障害保険金額の4 ％〜1 0 0 ％をお支払いし ます。ただし 、お支

払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ 、死亡・ 後遺障害保険金額を限度とします。

後遺障害保険金の額＝死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じ た割合（ 4 ％〜1 0 0 ％）

ご注意いただき たいこ と
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保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

ケ
　
ガ
（
国
内
外
補
償
）

入　 院
保 険 金

事故により ケガをさ れ、入院さ れた場合、入院日数に対し 1 ,0 0 0 日を限度とし て、1 日につき入
院保険金日額をお支払いします。

入院保険金の額＝入院保険金日額×入院日数（ 1 ,0 0 0 日限度）

〈 前ページより 続きます。〉
⑧頸（ けい）部症候群（ いわゆる「 むちう ち

症」）、腰痛等で医学的他覚所見（ ※2 ）の

ないも の
⑨ピッ ケル等の登山用具を 使用する山岳

登はん、ロッククラ イミ ング（ フリ ークラ

イ ミ ングを 含みま す。）、登る 壁の高さ

が5 m を 超えるボルダリ ング、航空機操
縦（ 職務と し て 操縦する 場合を 除き ま

す。）、ハンググラ イ ダ ー搭乗等の危険

な運動を行っている間の事故
⑩自動車、原動機付自転車等による競技、

競争、興行（ こ れら に準ずるも のおよび

練習を含みます。）の間の事故
など

（ ※1 ）「 テロ 行為」と は、政治的・ 社会的も
しく は宗教・ 思想的な主義・主張を有

する団体・ 個人またはこ れと 連帯す

るも のがその主義・ 主張に関し て行
う 暴力的行為を いいま す。以下同

様とします。

（ ※2 ）「 医学的他覚所見」と は、理学的検
査、神経学的検査、臨床検査、画像

検査等により 認めら れる 異常所見

をいいます。以下同様とします。

手　 術
保 険 金

事故により ケガをさ れ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②
のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いし ます。ただし 、1 事故につき1 回の手

術にかぎります。なお、1 事故に基づく ケガに対し て、入院中および外来で手術を受けたと きは、

＜入院中に受けた手術の場合＞の手術保険金をお支払いし ます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象とし て列挙さ れてい

る手術（ ※1 ）

②先進医療に該当する手術（ ※2 ）

＜入院中に受けた手術の場合＞　 手術保険金の額＝入院保険金日額×1 0（ 倍）

＜外来で受けた手術の場合＞　 手術保険金の額＝入院保険金日額の5（ 倍）

（ ※1 ）以下の手術は対象と なりません。

創傷処理、皮膚切開術、デブリ ード マン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復

術・ 整復固定術および授動術、抜歯手術
（ ※2 ）先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的とし てメ ス等の器具を用いて患部または

必要部位に切除、摘出等の処置を施すも のにかぎります。

通　 院
保 険 金

事故により ケガをさ れ、通院さ れた場合、事故の発生の日から その日を含めて1 ,0 0 0 日以内の

通院日数に対し 、9 0 日を限度とし て、1 日につき 通院保険金日額をお支払いし ます。ただし 、入

院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対し ては、通院保険金をお支払いしません。

通院保険金の額＝通院保険金日額×通院日数（ 事故の発生の日から 1 ,0 0 0 日以内の9 0 日限度）

（ 注1 ）通院さ れない場合であっても 、骨折、脱臼、靱帯損傷等のケガをさ れた部位（ 脊柱、肋骨、

胸骨、長管骨等）を固定するために医師の指示により ギプス等（ ※）を常時装着し たと きは
その日数について通院し たも のと みなします。

（ ※）ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと 同程度に固定することができる

も のをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コ ルセット 、サポータ ー等は含み
ません。

（ 注2 ）通院保険金の支払いを受けら れる期間中に新たに他のケガをさ れた場合であっても 、重

複し て通院保険金をお支払いしません。

被
害
事
故
（
国
内
外
補
償
）

被害事故
補　 　 償

被保険者が、被害事故（ ※1 ）により 死亡さ れた場合または所定の重度後遺障害（ ※2 ）が生じ た

場合、所定の計算により 算出し た損害額から 、下記の給付や賠償金等の合計額を 差し 引き 、1
回の事故につき 被害事故補償の保険金額を 限度にお支払いし ます。

①自賠責保険等から の給付

②対人賠償保険等から の給付

③加害者等から の賠償金 など
（ ※1 ）被害事故と は、第三者による加害を目的と する事故またはひき 逃げ事故等をいいます。

（ ※２ ）「 所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェ ブサイト 掲載の約款集をご

覧く ださ い。

①故意または重大な過失

②自殺行為、犯罪行為または闘争行為

③戦争、外国の武力行使、暴動（ テロ 行為
を除きます。）、核燃料物質等によるも の

④地震、噴火またはこ れらによる津波

⑤頸（ け い ） 部症候群（ い わゆる「 むち う ち

症」）、腰痛等で医学的他覚所見のないも の

⑥被害事故を 発生さ せた方が、次のいず

れかに該当する場合
　 被保険者の配偶者、被保険者の直血族、

被保険者の親族のう ち 3 親等内の方、

被保険者の同居の親族 など

針
刺
し
事
故

針刺し事故
等による
感染症

危険補償
特約

（ 国内外　
補償）

医療、看護、衛生、医療廃棄物の処理その他医療関係の業務に従事中（ 実習中を 含みます。）に
生じ た偶然な血液曝露（ ばく ろ）事故（ 針刺し 、切創、血液飛散、血液接触）により 、事故の発生の

日からその日を含めて3 6 5 日以内（ ※1 ）に次の①から ③までのいずれかに該当し たことを医師

（ 被保険者が医師の場合は被保険者以外の医師）に診断さ れた場合に、ウイ ルスの種類に応じ
て、保険金額に次の支払割合を乗じ た額をお支払いします。

ウイ ルスの種類 支払割合

① H B V（ B 型肝炎ウイ ルス）に感染後 B 型肝炎を発病し 治療を 受けた場合 3 ％

② H CV（ C 型肝炎ウイ ルス）に感染し た場合 3 0 ％

③ H IV（ ヒト 免疫不全ウイ ルス）に感染し た場合 1 0 0 ％

（ ※1 ）事故の発生の日から その日を 含めて3 6 5 日以内に新たな事故が発生し た場合におい

て、前の事故に係る直後検査（ ※2 ）および後の事故に係る直後検査（ ※2 ）の結果、いずれも

感染し ていること が確認できなかったと き は、後の事故の発生の日から その日を含めて
3 6 5 日以内

（ ※2 ）「 直後検査」と は、事故の発生の日から その日を含めて3 日以内（ 3 日目の午後1 2 時まで

をいいます。）に行う 、H BV、H CV またはH IV の感染の有無を調べるための血液検査を
いいます。

（ 注1 ）お支払いする保険金は、ウイ ルスの種類ごと に初年度加入および継続加入の保険期間

を通算し て1 回とします。すべてのウイ ルスに対し て保険金をお支払いし た場合は、その
後保険金のお支払いはできません。

（ 注2 ）複数の支払事由に該当し た場合は、それぞれのウイ ルスに対し て1 回のお支払いと なり

ます。

①故意または重大な過失

②自殺行為、犯罪行為または闘争行為

③直後検査を受けなかった場合

④直後検査 の 結果、そ の 時点 で H BV、
H CV またはH IV に感染し ていること が

判明し た場合のそのウイ ルスによる感

染または発病
など
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弁護士費用補償（ 弁護士費用総合補償特約・ 労働に関する紛争の追加補償特約）

保険金の種類 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合

弁
護
士
費
用 

（
日
本
国
内
の
法
令
に
基
づ
き
解
決
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
対
象
）

弁護士
　 費用（ ＊）

弁
護
士
費
用
保
険
金

法
律
相
談
・
書
類
作
成
費
用
保
険
金

＋

被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生し た以下1 から6 までのいずれかに該当するト
ラブル（ ※１ ）について、弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・ 書類作
成依頼を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、弁護士費用等または法
律相談・ 書類作成費用を負担することにより 被った損害に対し て、弁護士費用保険金または法律
相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし 、以下1・ 2・5・6 のト ラブルの場合は、被保
険者の未成年の子が被った原因事故に関するト ラブルについても 対象となります。なお、1・5・6
のト ラブルに該当する場合において、補償の対象と なる原因事故によって被保険者が死亡したと
きは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人と なります。
1  被害事故に関するト ラブル

ケガを負わさ れた、財物を壊さ れた、盗取（ ※２ ）にあった等の被害を被ったことによるト ラブル
をいいます。

2  借地または借家に関するト ラブル
賃借し ている土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約における
地主または家主と のト ラブルをいいます。ただし 、被保険者または被保険者の未成年の子から
の不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉（ 賃貸借契約の更新に際し ての条件交渉を含
みます。）に関するト ラブルを含みません。

3  離婚調停に関するト ラブル
被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のト ラブルをいいます。
ただし 、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象と なります。
なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり 、協議離婚によるも のを含みません。

（ 注１ ） 原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて9 0 日を経過する日ま
での間に発生した場合は、保険金をお支払いしません。

（ 注２ ） 保険金の請求は、調停等を申し 立てた時以降にかぎり可能と なります。
4  遺産分割調停に関するト ラブル

被保険者と 他の相続人と の間の遺産分割または遺留分侵害額請求（ ※３ ）における調停等のト
ラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。
なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を
含みません。

（ 注）保険金の請求は、調停等を申し 立てた時以降にかぎり可能と なります。
5  人格権侵害に関するト ラブル

不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、スト ーカー行為、
いじめまたは嫌がらせにより 、精神的苦痛を被ったことに関するト ラブルをいいます。

（ 注） 警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし 、その事実を客観的に証
明できるト ラブルにかぎります。

6  労働に関するト ラブル
被用者（ 内定者を含みます。）として被った賃金や退職金の不払もしく は減額、解雇、退職勧奨、
人事異動、時間外労働、労働災害事故、職場におけるいじ めもしく は嫌がら せによる精神的苦
痛、採用取消等の労働条件に関するト ラブルをいいます。ただし 、顧客や取引先等の職場以外
の方から被った職務遂行上の精神的苦痛を被ったことに関するト ラブルを含みません。

保険金種類 お支払いする保険金の額

弁護士費用
保険金

弁護士等への委任（ ※４ ）によりト ラブルを解決するために要する、報酬、訴訟費用、仲
裁・和解または調停に要した費用等を負担することにより 被った損害に対し 、弁護士
費用保険金をお支払いします。ただし 、保険期間を通じ 、弁護士費用の保険金額を
限度とします。

弁護士費用保険金の額＝損害の額 × （ 1 0 0 ％ － 自己負担割合1 0 % ）

法律相談・
書類作成

費用保険金

弁護士等および行政書士への法律相談・ 書類作成費用（ ※４ ）の対価とし て弁護士等
および行政書士に支払われるべき費用を負担することにより 被った損害に対し 、法
律相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし 、保険期間を通じ 、法律相談・
書類作成費用の保険金額を限度とします。

法律相談・書類作成費用保険金の額 ＝ 損害の額 － 自己負担額 1 ,0 0 0 円

（ 注） 初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下の①または②の
保険金の額のう ち、いずれか低い金額をお支払いします。
① 被保険者または被保険者の未成年の子に原因事故が発生した時のお支払条件により 算出

した保険金の額
② 保険金請求権者が行った最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への

法律相談・書類作成依頼のう ちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額
（ ※１ ）日本の国内法に基づき解決するト ラブルにかぎります。
（ ※２ ）詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものにかぎります。
（ ※３ ）遺留分の侵害額請求と は、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。
（ ※４ ） 同一のト ラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政

書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしく は弁護士等および行政書士
への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ１ つの
弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼と みなし 、
保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律
相談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および弁護士等および行政
書士への法律相談・書類作成依頼が行われたも のとして、保険金の限度額を適用します。

【 全ト ラブルに共通の事由】
①故意、重大な過失または契約違反
②自殺行為（ ※）、犯罪行為または闘争行為
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシン

ナー等の使用
④ 戦争、外国の武力行使、暴動（ テロ行為を

除きます。）、核燃料物質等によるも の
⑤地震、噴火またはこれらによる津波
⑥ 国または公共団体の強制執行または即時強制
⑦ 財物の欠陥、自然の消耗または性質によ

るさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。
ただし 、こ れにより 身体の障害または他
の財物の損壊が発生し ている場合につ
いては保険金をお支払いします。

⑧ 主とし て被保険者または被保険者の未
成年の子の職務のために使用さ れる動
産または不動産の所有、使用または管理
に起因する事由

⑨ 債務整理および金銭消費貸借契約に関
するト ラ ブル（ 過払金の返還請求に関す
るト ラブルを含みます。）。ただし 、盗取に
よる被害事故に関するト ラブルについて
は保険金をお支払いします。

⑩保険契約または共済契約に関する事由。
ただし 、相続財産とし ての保険契約また
は共済契約の遺産分割調停に関するト ラ
ブルについては保険金をお支払いします。

 など
（ ※） こ の保険契約で保険金の支払対象

と なるト ラ ブルの原因事故によって
自殺し 、かつ、支払条件を満たすこと
が明らかな場合については保険金を
お支払いします。

【 各ト ラ ブル固有の事由】

左記1 に該当する場合
⑪医師等が行う 診療、診察、検査、診断、治

療、看護または疾病の予防
⑫あんま、マッ サージ、指圧、鍼、灸または

柔道整復等
⑬薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、

鑑定、販売、授与またはこれらの指示
⑭身体の美容または整形

左記1 ・ 2 ・ 5 ・ 6 に該当する場合
⑮被保険者または被保険者の未成年の子

と その親族と の間で発生した事由

左記1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 に該当する場合

⑯被保険者または被保険者の未成年の子

の職務遂行に関するト ラ ブルおよび職
場におけるいじ めもしく は嫌がら せによ

る精神的苦痛に関するト ラブル

左記1 ・ 5 ・ 6 に該当する場合

⑰環境汚染
⑱環境ホルモン、石綿またはこれと 同種の

有害な特性に起因する事由

⑲騒音、振動、悪臭、日照不足等
⑳電磁波障害

左記1 ・ 6 に該当する場合
㉑自動車等の所有、使用もしく は搭乗また

は管理に起因し て発生した、被保険者ま

たは被保険者の未成年の子が被った被
害事故に関するト ラブル

左記3 に該当する場合
㉒被保険者の行為に起因し て発生し たこ

と が明ら かに認めら れる離婚調停に関

するト ラブル

など

（ ＊）補償内容が同様のご契約（ ※1 ）が他にある場合は、補償が重複すること があります。補償が重複すると 、対象と なる事故については、どちら のご契約からでも
補償さ れますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、

補償・ 特約の要否をご判断く ださ い（ ※2 ）。

（ ※1 ）傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセット さ れる特約や他社のご契約を含みます。
（ ※2 ）１ 契約のみに補償・ 特約をセット し た場合、ご契約を解約し たと きや、家族状況の変化（ 同居から 別居への変更等）により 被保険者が補償の対象外に

なったと きなどは、補償がなく なること がありますので、ご注意く ださ い。

補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合と お支払いでき ない主な場合】（ 続き ）
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用語 用語の定義

原因事故

ト ラブルの原因と なった偶然な事故または事由をいいます。

原因事故の発生の時は、それぞれのト ラブルごとに以下の時をいいます。

ト ラブルの種類 原因事故の発生の時

１ . 被害事故に関するト ラブル 被保険者または被保険者の未成年の子が被害を被った時

２ . 借地または借家に関するト ラブル

被保険者または被保険者の未成年の子が賃借人と なる賃貸借契約における地代・ 賃料・ 敷金等に

関する事由が発生し た時（ 通知を受けることによってト ラブルの発生を知った時は、初めてその通
知を受領した時）

３ . 離婚調停に関するト ラブル 被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時

４ . 遺産分割調停に関するト ラブル 被保険者の被相続人が死亡した時

５ . 人格権侵害に関するト ラブル 被保険者または被保険者の未成年の子が精神的苦痛を初めて被った時

６ . 労働に関するト ラブル
被保険者または被保険者の未成年の子が被用者( 内定者を含みます。)として被った労働条件に関
する事由が発生した時（ 通知を受けることによってト ラブルの発生を知った場合は、初めてその通

知を受領した時）

財物
有体物をいい、データ 、ソフト ウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類す

る権利等の財産権を含みません。

財物の損壊 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。

先進医療

病院等において行われる医療行為のう ち、一定の施設基準を満たし た病院等が厚生労働省への届出により 行う 高度な医療技術をいいま

す。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更と なること があります。詳しく は厚生労働省ホームページをご覧く ださ い。

（ https ://w w w .m h lw .g o .jp/top ics /bukyoku/is e i/s ens in iryo/kika n.h tm l)

調停等 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし 、日本国内で申し 立てられた、または提起さ れた場合にかぎります。

治療 医師が必要であると認め、医師が行う 治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。

通院
病院もしく は診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等

のためのも のは含みません。

入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り 、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

被保険者の
未成年の子

被保険者が親権を有する、未成年の子をいいます。なお、被保険者と の続柄は、原因事故発生時におけるも のをいいます。

弁護士等 弁護士または司法書士法（ 昭和2 5 年法律第1 9 7 号）第3 条第2 項第1 号から第3 号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。

保険金請求権者

弁護士費用補償においては、ト ラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし 、被害事故に関するト ラブル、人格権侵害に関するト ラ

ブルまたは労働に関するト ラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡し た場合は、その法定相続人とし て、法律上の損害賠償請求

に関する弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼を行う 者を含みます。

未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。

免責金額 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。

親族 6 親等内の血族、配偶者または3 親等内の姻族をいいます。

保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定し てく ださ い。公的保険制度の概要につきまし ては、金融庁のホームページ

（ http s ://w w w .fs a .g o .jp /o rd in a ry/in s u ra nc e-po rta l.h tm l）等をご確認く ださ い。

用語のご説明

その他ご注意いただきたいこ と

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html
https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html
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ご加入に際し て、特にご注意いただきたいこ と（ 注意喚起情報のご説明）

1 ．ク ーリングオフ

こ の保険は団体契約であり 、クーリングオフ の対象と はなりません。

2 ．ご加入時における注意事項（ 告知義務等）

●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認く ださ い。
●加入依頼書等にご記入いただく 内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行うう えで重要な事項と なります。

●ご契約者または被保険者には、告知事項（ ※）について、事実を正確にご回答いただく 義務（ 告知義務）があります。

（ ※）「 告知事項」と は、危険に関する重要な事項のう ち、加入依頼書等の記載事項と すること によって損保ジャパンが告知を求めたも のを いい、他の保険契約
等に関する事項を含みます。

　 　 ＜告知事項＞こ の保険における告知事項は、次のと おり です。

　 　 ★被保険者の職業または職務

　 　 ★他の保険契約等（ ※）の加入状況
（ ※）「 他の保険契約等」と は、個人用傷害所得総合保険、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミ リ ー交通傷害保険、積立

傷害保険等、こ の保険契約の全部または一部に対し て支払責任が同じ である他の保険契約または共済契約をいいます。

＊口頭でお話し 、または資料提示さ れただけでは、告知し ていただいたことにはなりません。
＊告知事項について、事実を記入さ れなかった場合または事実と 異なること を記入さ れた場合は、ご契約を解除すること や、保険金をお支払いできないこと が

あります。

●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により 被保
険者の同意の確認手続きが必要です。

●弁護士費用総合補償特約において、ご加入初年度の保険期間の開始時（ 中途加入の場合は中途加入時）より 前に、原因事故が発生し ていた場合または保

険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じ たこと を知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。

3 ．ご加入後における留意事項（ 通知義務等） 　

●加入依頼書等記載の職業または職務を変更さ れた場合（ 新たに職業に就かれた場合または職業をやめら れた場合を 含みます。）は、ご契約者または被保険

者には、遅滞なく 取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく 義務（ 通知義務）があります。
■変更前と 変更後の職業または職務に対し て適用さ れる保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により 算出し た額を返還または請求します。

　 追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除すること や、保険金を削減し てお支払いすること があります。

■こ の保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外とし ています。こ のため、上記にかかわら ず、職業または職務の変更が生じ 、こ れら の職業に
就かれた場合は、ご契約を解除し ますので、あら かじ めご了承く ださ い。ご契約が解除になった場合、「 保険金の支払事由」が発生し ていると きであっても 、

変更の事実が生じ た後に発生し た事故によるケガに対し ては、保険金をお支払いできません。

プロボク サー、プロレスラ ー、ローラ ーゲーム選手（ レフリ ーを含みます。）、力士その他こ れらと 同程度またはそれ以上の危険を有する職業

●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更さ れた場合は、遅滞なく 取扱代理店または損保ジャパンまでご通知く ださ い。

●ご加入内容の変更を希望さ れる場合は、あらかじ め取扱代理店または損保ジャパンまでご通知く ださ い。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更と なる
場合は、所定の計算により 算出し た額を返還または請求します。

●団体から 脱退さ れる場合は、必ずご加入の窓口にお申し 出く ださ い。

＜他の身体障害または疾病の影響について＞
　 すでに存在し ていたケガや後遺障害、病気の影響などにより 、保険金をお支払いするケガの程度が重く なったと きは、それら の影響がなかったも のとし て保

険金をお支払いします。

＜被保険者による解除請求（ 被保険者離脱制度）について＞

　 被保険者は、こ の保険契約（ その被保険者に係る部分にかぎります。）を解除すること を求めること ができます。お手続方法等につきまし ては、取扱代理店ま
たは損保ジャパンまでお問い合わせく ださ い。

●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断り すること や、ご継続の際に補償内容を変更さ せていただく こと があります。あら かじ め
ご了承く ださ い。

＜重大事由による解除等＞

●保険金を支払わせる目的でケガをさ せた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると 認めら れ

た場合などは、ご契約を解除すること や、保険金をお支払いできないこと があります。

4 ．責任開始期

●保険責任は保険期間開始日の午後４ 時に始まります。
　（ 注）中途加入の場合は、毎月2 5 日までの受付分は受付日の翌月1 日（ 2 5 日過ぎの受付分は翌々月1 日）に保険責任が始まります。

[ 弁護士費用総合補償特約]

●離婚調停に関するト ラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日（ 中途加入の場合は中途加入日）から その日を含めて9 0 日を経過し た日の翌日か

ら 保険責任が始まります。

５ ．事故がおきた場合の取扱い

●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知く ださ い。事故の発生の日からその日を含めて3 0 日以内にご通知がない場合は、

保険金の全額または一部をお支払いできないこと があります。
●弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・ 書類作成依頼をおこ なわれる場合は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面で

ご通知く ださ い。事前に損保ジャパンの承認を得ること なく 弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・ 書類作成依頼をおこ なった場

合は、保険金の全額または一部をお支払いできないこと があります。
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●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のう ち、損保ジャパンが求めるも のを提出し てく ださ い。

必要となる書類 必要書類の例

①
保険金請求書および

保険金請求権者が確認できる書類
保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 など

②
事故日時・ 事故原因および事故状況
等が確認できる書類

傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メ ーカーや修理業者等から の原因調査報告書、
紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類、針刺し 事故の状況報告書　 　 　 　 　 　 　 　 　 など

③

傷害の程度、保険の対象の価額、損

害の額、損害の程度および損害の範

囲、復旧の程度等が確認できる書類

①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合
死亡診断書（ 写）、死体検案書（ 写）、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券（ 写）、運

転免許証（ 写）、レント ゲン（ 写）、所得を 証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金

受領書　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   など

②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合

修理見積書、写真、領収書、図面（ 写）、被害品明細書、賃貸借契約書（ 写）、売上高等営業状況を示す帳簿（ 写）
など

③弁護士費用または法律相談・書類作成費用を負担し た場合

弁護士等への委任または法律相談・ 書類作成依頼それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認で
きる客観的書類、弁護士費用等または法律相談・ 書類作成費用それぞれの金額を 確認できる客観的書類、弁

護士等の委任契約書、裁判所の受領印が押印さ れた調停等に関する申立書または訴状の写し 、調停調書・ 和解

調書・審判書・示談書または判決書その他こ れに代わるべき書類 など

④針刺し 事故の場合

直後検査の結果を証する書類、支払事由に該当し たこと を証明する医師の診断書、病院または診療所の証明書類

など

④
公の機関や関係先等への調査の
ために必要な書類

同意書　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   など

⑤
被保険者が損害賠償責任を負担

することが確認できる書類
示談書（ ※）、判決書（ 写）、調停調書（ 写）、和解調書（ 写）、相手の方から の領収書、承諾書　 　 　 　 　 　 　 　 　 など

⑥
損保ジャパンが支払う べき保険金の

額を算出するための書類
他の保険契約等の保険金支払内容を記載し た支払内訳書　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 など

（ ※）保険金は、原則とし て被保険者から 相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。

（ 注1 ）事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ 、上記以外の書類もしく は証拠の提出または調査等にご協力いただく こと があります。

（ 注2 ）被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のう ち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人とし て保険金を請求できること があり
ます。

●上記の書類をご提出いただく 等、所定の手続きが完了し た日から その日を含めて3 0 日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の
確認を終え、保険金をお支払いします。ただし 、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき

時期を通知し 、お支払いまでの期間を延長すること があります。詳し い内容につきまし ては、損保ジャパンまでお問い合わせく ださ い。

●ケガをさ れた場合等は、こ の保険以外の保険でお支払いの対象と なる可能性があります。また、ご家族の方が加入し ている保険がお支払対象と なる場合も
あります。損保ジャパン・ 他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認く ださ い。

６ ．保険金をお支払いでき ない主な場合

本パンフレット の補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合と お支払いできない主な場合】をご確認く ださ い。

７ ．中途脱退と 中途脱退時の返れい金等

こ の保険から 脱退（ 解約）さ れる場合は、ご加入の窓口にご連絡く ださ い。脱退（ 解約）に際し ては、既経過期間（ 保険期間の開始日からすでに過ぎた期間）に相

当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退（ 解約）に際し て、返れい金のお支払いはありません。

（ 注）ご加入後、被保険者が死亡さ れた場合は、その事実が発生し た時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。
また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡さ れた場合において、一時払でご契約のと きは、その保険金が支払われるべき 被保険

者の保険料を返還し ません。また、分割払でご契約のと きは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき 被保険者の未払込分割保険

料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳し い内容につきまし ては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせく ださ い。

８ ．保険会社破綻時の取扱い

引受保険会社が経営破綻し た場合または引受保険会社の業務もしく は財産の状況に照らし て事業の継続が困難と なり 、法令に定める手続きに基づきご契約条
件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束し た保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結さ れたり 、金額が削減さ れること があります。

こ の保険は損害保険契約者保護機構の補償対象と なりますので、引受保険会社が経営破綻し た場合は、保険金・ 解約返れい金等の８ 割まで（ ただし 、破綻時か

ら３ か月までに発生し た事故による保険金は全額）が補償さ れます。

９ ．個人情報の取扱いについて

○保険契約者（ 団体）は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。

○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り 扱う 商品・各種サービスの案内・ 提供、等を行う ために取得・ 利用し、
その他業務上必要と する範囲で、業務委託先、再保険会社、等（ 外国にある事業者を含みます。）に提供等を行う 場合があります。また、契約の安定的な運用

を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対し て提供すること があります。なお、保健医療等のセンシティ ブ情報（ 要配慮個人情

報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と 認めら れる範囲に限定し ます。個人情報の取扱いに関する詳細（ 国外
在住者の個人情報を含みます。）については損保ジャパン公式ウェブサイト（ h ttp s ://w w w .s om p o-ja p a n .c o .jp /）をご覧く ださ るか、取扱代理店または損

保ジャパンまでお問い合わせ願います。

申込人（ 加入者）および被保険者は、こ れら の個人情報の取扱いに同意のう え、ご加入く ださ い。

https://www.sompo-japan.co.jp/
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ご加入内容確認事項

本確認事項は、万一の事故の際にお客さ まに安心し て保険をご利用いただく ために、ご加入いただく 保険商品がお客さ まのご意向に沿っていること 、ご加

入いただく う えで特に重要な事項を正しく ご記入いただいていること 等をお客さ まご自身に確認し ていただく ためのも のです。お手数ですが、以下の事項

について、再度ご確認く ださ い。

なお、ご確認にあたりご不明な点がございまし たら 、パンフレット に記載の問い合わせ先までご連絡く ださ い。

1   保険商品の次の補償内容等が、 お客さ まのご意向に沿っているかをご確認く ださ い。

□補償の内容（ 保険金の種類）、 セット さ れる特約

□保険金額

□保険期間

□保険料、 保険料払込方法

□満期返れい金・ 契約者配当金がないこと

2   ご加入いただく 内容に誤り がないかをご確認く ださ い。

以下の項目は、保険料を正しく 算出し たり 、保険金を適切にお支払いし たり する際に必要な項目です。

内容をよく ご確認く ださ い（ 告知事項について、正しく 告知さ れているかをご確認く ださ い。）。

　 □被保険者の「 生年月日」（ または「 満年齢」）、「 性別」は正し いですか。

　 □パンフレット に記載の「 他の保険契約等」について、正しく 告知さ れているかをご確認いただきまし たか。

【 補償重複についての注意事項をご確認く ださ い。】

□補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複すること があります。補償が重複すると 、対象と なる事故については、どちら のご契約か
ら でも 補償さ れますが、いずれか一方のご契約から は保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額

をご確認いただき 、補償・ 特約の要否をご判断く ださ い。

□職種級別はご加入いただく ご契約において保険料を正しく 算出し たり 、保険金を適切にお支払いし たり する際に必要な項目です。被保険者ご本人の

「 職種級別」は正し いですか。

職種級別 職業・ 職種

Ａ 級 下記以外

Ｂ級
木・ 竹・ 草・ つる製品製造作業者、 漁業作業者、 建設作業者（ 高所作業の有無を問いません。）、 採鉱・ 採石作業者、
自動車運転者（ バス・ タ ク シー運転者、 貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者）、 農林業作業者

（ 注1 ）オート テスタ ー、オート バイ 競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者（ 動物園の飼育係を含みます。）、モータ ーボート 競争選手の
方等は上表の分類と 保険料が異なります。

（ 注2 ）プロボクサー、プロレスラ ー、力士、ローラ ーゲーム選手（ レフリ ーを含みます。）の方等についてはお引き 受けできません。

3 　  お客さ まにと って重要な事項 （ 契約概要・ 注意喚起情報の記載事項） をご確認いただきまし たか。

□特に「 注意喚起情報」には、「 保険金を お支払いできない主な場合」等お客さ まにとって不利益と なる情報や、「 告知義務・ 通知義務」が記載さ れています

ので必ずご確認く ださ い。

ご加入内容確認事項

万一、事故にあわれたら

●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポート センタ ーまでご連絡く ださ い。

事故サポート センタ ー　 ◆おかけ間違いにご注意く ださ い。

【 受付時間】 2 4 時間 3 6 5 日  0 1 2 0 -7 2 7 -1 1 0

保険会社と の間で問題を 解決でき ない場合（ 指定紛争解決機関）

●損保ジャパンは、保険業法に基づく 金融庁長官の指定を 受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と 手続実施基本契約を 締結し て

います。損保ジャパンと の間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し 立てを行う こと ができます。

一般社団法人日本損害保険協会 そんぽA D R センタ ー　◆おかけ間違いにご注意く ださ い。

【 受付時間】 平日： 午前９ 時1 5 分～午後５ 時
( 土・日・ 祝日・ 年末年始は休業）   　 0 5 7 0 -0 2 2 8 0 8 〈 通話料有料〉

詳しく は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧く ださ い。（ https ://w w w .s onpo .or.jp/）

https://www.sonpo.or.jp/
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サービスメ ニュ ー

●健康・ 医療相談サービス

●介護関連相談サービス

●人間ド ック 等検診・ 検査紹介・

予約サービス

●医療機関情報提供サービス

●専門医相談サービス（ 予約制）

●法律・ 税務・ 年金相談サービス（ 予約制・ 30分間）
一般的な法律・ 税金に関する相談に、弁護士、司法書士
または税理士がお答えするも のです。

●メ ンタ ルヘルス相談サービス

●メ ンタ ル IT サポート（ W E B スト レス

チェック ） サービス

問い合わせ先　（ 保険会社等の相談・ 苦情・ 連絡窓口）

●取扱代理店

株式会社  メ ディ コ 北海道
〒0 6 0 -0 0 4 2 　 札幌市中央区大通西6 丁目

 北海道医師会館3 階

TEL：0 1 1 -2 3 2 -8 8 7 8 　 FAX：0 1 1 -2 1 0 -7 1 7 2

【 受付時間】 平日: 午前９ 時から 午後５ 時まで
( 土・ 日・ 祝日・ 年末年始は、お休みと さ せていただきます。）

 

●引受保険会社

損害保険ジャパン 株式会社
札幌支店法人第一支社

〒0 6 0 -8 5 5 2 　 札幌市中央区北1 条西6 丁目2

TEL： 0 1 1 -2 8 1 -6 1 4 4 　 FAX： 0 1 1 -2 1 0 -6 3 0 8

【 受付時間】 平日: 午前９ 時から 午後５ 時まで
( 土・ 日・ 祝日・ 年末年始は、お休みと さ せていただきます。）

●取扱代理店は引受保険会社と の委託契約に基づき ､お客さ まから の告知の受領、保険契約の締結・ 管理業務等の代理業務を行っており ます｡

　 し たがいまし て､取扱代理店とご締結いただいて有効に成立し たご契約につきまし ては､引受保険会社と 直接契約さ れたも のになり ます｡
●こ のパンフレット は、概要を 説明し たも のです。詳細につきまし ては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡しし ており ます約款等に記載し ています。

　 必要に応じ て、団体までご請求いただく か、損保ジャパン公式ウェブサイト（ h t tp s ://w w w .s o m p o -ja p a n .c o . jp /）でご参照く ださ い（ ご契約内容が異なっ

ていたり 、公式ウェブサイト に約款・ご契約のし おり を掲載し ていない商品も あり ます。）。
　 ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせく ださ い。

●加入者証は大切に保管し てく ださ い。また、2 か月を経過し ても 加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会く ださ い。

　 ご加入者限定電話相談サービ ス　　 ご加入者限定電話相談サービ ス　 S O M PO 健康・ 生活サポート サービス

弁護のちから では、電話相談サービスを無料でご利用いただけます。
SO M PO  健康・ 生活サポート サービスは、損保ジャパンの弁護のちからにご加入いただいている皆さ まがご利用いただける各種無料電話相談
サービスです。

SJ2 3 -0 4 7 0 9 　 2 0 2 3 年7 月1 4 日

（ 注１）本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供し ます。
（ 注２）ご相談の際は、お名前、ご加入者番号等をお聞きすること がございますのでご了承く ださ い。
（ 注３）ご利用は日本国内からにかぎります。
（ 注４）ご相談内容やお取次事項によっては有料と なるも のがあります。
（ 注５）本サービスは予告なく 変更または中止する場合がありますので、あら かじ めご了承く ださ い。

https://www.sompo-japan.co.jp/

